
令和６年度 障 がい者を対 象 とした徳島県会 計年度任 用職 員（補助業 務）
れい わ ねん ど しょう しゃ たいしょう とくしまけんかいけいねんどにんようしょくいん ほじょぎょうむ

募 集要 領
ぼしゅうようりょう

徳島県では、「 障害者 の雇用の促進等に関する法律」の趣旨に基づき、 障
とくしまけん しょうがいしゃ こよう そくしんとう かん ほうりつ しゅし もと しょう

がい者の雇用の促進を図ることを目的として、県の関係機関において、令和６
しゃ こよう そくしん はか もくてき けん かんけいきかん れいわ

年度に業務（一般的な事務補助又は作業補助）に従事する会計年度任用 職員
ねんど ぎょうむ いっぱんてき じむ ほじょまた さぎょうほじょ じゅうじ かいけいねんどにんようしょくいん

（補助業務）を募集します。
ほじょぎょうむ ぼしゅう

１ 応募資格
おう ぼ し かく

次の全ての 条 件を満たす者
つぎ すべ じょうけん み もの

（１）次に掲げる手帳等の交付を受けている者。
つぎ かか てちょうとう こうふ う もの

（ア）身体 障害者 手帳 又は都道府県知事の定める医師（以下「指定医」とい
しんたいしょうがいしゃてちょうまた とどうふけん ちじ さだ いし いか していい

う。）若しくは 産業 医による 障害者 の雇用の促進 等に関する法律 別表 に
も さんぎょう い しょうがいしゃ こよう そくしんとう かん ほうりつべっぴょう

掲げる身体 障 がいを有する旨の 診断書 ・意見書（心臓、じん臓、呼吸器、
かか しんたいしょう ゆう むね しんだんしょ いけんしょ しんぞう ぞう こきゅうき

ぼうこう若しくは 直腸 、 小腸 、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は
も ちょくちょう しょうちょう めんえきふぜん めんえきまた

肝臓の機能の 障 がいについては、指定医によるものに限る。）
かんぞう きのう しょう していい かぎ

（イ）都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する 療育 手帳又は児童
とどうふけん ちじ も せいれいしてい とし しちょう こうふ りょういくてちょうまた じどう

相談所、知的 障害者 更生 相談所、精神保健福祉センター、精神保健
そうだんしょ ちてきしょうがいしゃこうせいそうだんしょ せいしんほけん ふくし せいしんほけん

指定医若しくは 障害者 職業 センターによる知的 障 がい者であることの
していい も しょうがいしゃしょくぎょう ちてきしょう しゃ

判定書
はんていしょ

（ウ）精神 障害者 保健福祉手帳
せいしんしょうがいしゃほけん ふくしてちょう

※手帳等は受験 申込日 及び受験日当日において有効であることが必要です。
てちょうとう じゅけんもうしこみびおよ じゅけんびとうじつ ゆうこう ひつよう

（２）地方公務員法第１６ 条 各号のいずれにも該当しない者
ち ほうこう む いんほうだい じょうかくごう がいとう もの

２ 募 集 人員
ぼ しゅうじんいん

若 干名
じゃっかんめい

３ 身分及び業務 内容
みぶんおよ ぎょうむないよう

地方公務員法第２２ 条 の２に規定する会計年度任用 職員 として、一般的な
ちほうこうむいんほうだい じょう きてい かいけいねんどにんようしょくいん いっぱんてき

事務補助（文書整理・データ 集計 等）又は作業補助に従事していただきます。
じむ ほじょ ぶんしょせいり しゅうけいとう また さぎょうほじょ じゅうじ

具体的な業務 内容は勤務場所によって異なります。
ぐたいてき ぎょうむないよう きんむ ばしょ こと

４ 任用期間
にんよう き かん

令和６年６月１日から令和７年３月３１日まで
れい わ ねん がつ にち れい わ ねん がつ にち

※任用後、原則として１月間は 条件付採用 期間です。
にんよう ご げんそく つきかん じょうけんつきさいようきかん

※令和７年３月３１日の期間 満了 後については、勤務成績が 良好 で一定
れい わ ねん がつ にち きかんまんりょう ご きんむせいせき りょうこう いってい

条件 を満たした場合、再度任用される場合があります。ただし、フルタイム
じょうけん み ばあい さいどにんよう ばあい

任用の場合で２回（連続する３会計年度）、パートタイム任用の場合で４回
にんよう ばあい かい れんぞく かいけいねんど にんよう ばあい かい

（連続する５会計年度）に限ります。
れんぞく かいけいねんど かぎ



５ 勤務 条件 等
きんむじょうけんとう

「フルタイム任用」と「パートタイム任用」により異なります。フルタイム、パ
にんよう にんよう こと

ートタイムの希望は、申込時に選択していただきます。
きぼう もうしこみじ せんたく

（１）フルタイム任用
にんよう

勤務場所 県 の 関係 機関（ 万代 庁舎 、東部 各局 、 各総合 県民局 など）
きんむばしょ けん かんけいきかん ばんだいちょうしゃ とうぶかっきょく かくそうごうけんみんきょく

所 定 労 原 則 週 ５日
しょていろう げんそくしゅう か

働 日 数
どうにっすう

勤務時間 原則 として８時３０ 分 から１７時１５ 分 までの７時間４５ 分 （ 休憩 時間６０ 分 ）
きんむじかん げんそく じ ぷん じ ふん じかん ふん きゅうけいじかん ぷん

※ 原則 、 超過 勤務なし。
げんそく ちょうかきんむ

休 日 土曜日、 日曜日 、 祝日 及 び 年末 年始（１２ 月 ２９ 日 から 翌年 １ 月 ３ 日 まで）
きゅうじつ どようび にちようび しゅくじつおよ ねんまつねんし がつ にち よくねん がつ にち

休 暇 年次有 給 休 暇（任 用期間に応じて付与）、産 前 産後 休 暇、育児時
きゅう か ねんじゆうきゅうきゅうか にんようきかん おう ふ よ さんぜんさんごきゅうか いくじ じ

間 休 暇、生理 休 暇、子の看護 休 暇 等
かんきゅうか せいりきゅうか こ かんごきゅうか とう

給 料 月額 １６４，８００ 円 程 度（地域 手当 含 む）
きゅうりょう げつがく えんていど ちいきてあてふく

※ 現在 の規定における 令 和６ 年 ４ 月 １ 日 時点の 額 であり、 改定 する場合があり
げんざい きてい れいわ ねん がつ にちじてん がく かいてい ばあい

ます。

そ の 他 期末 手当（ 任 用 期 間 ６ 月 以 上 等 ）、 勤勉 手当（ 任 用 期 間 ６ 月 以 上
た きまつてあて にんようきかん つきいじょうとう きんべんてあて にんようきかん つきいじょう

手 当 等 ）、 通勤 手当、 退職 手当（ 任 用 期 間 が６ 月 を超える 等 ） 等
て あて とう つうきんてあて たいしょくてあて にんようきかん つき こ とう とう

※いずれも 一定 条件 を満たした場合に 支給 。
いっていじょうけん み ばあい しきゅう

社会 保険 健康 保険（２ 月 超 の 任 用 期 間 が見込まれる場 合 、地方 職員 共済 組合
しゃかいほけん けんこうほけん つきちょう にんようきかん みこ ばあい ちほうしょくいんきょうさいくみあい

制度が 適用 されます。）、 厚生 年金 保険（ 一定 条件 下で１ 年 を超えて勤務
せいど てきよう こうせいねんきんほけん いっていじょうけんか ねん こ きんむ

した場 合 、地方 職員 共済 組合 制度が 適 用 され、 厚生 年金 保険は 適用
ばあい ちほうしょくいんきょうさいくみあいせいど てきよう こうせいねんきんほけん てきよう

除外 となります。）、雇用 保険（ 職員 の 退職 手当に 関 する 条例 適用 後
じょがい こようほけん しょくいん たいしょくてあて かん じょうれいてきようご

は、雇用 保険は 適用 除外 となります。）、 災害 補償 （ 勤務 場所や勤務 期間 等
こようほけん てきようじょがい さいがいほしょう きんむばしょ きんむきかんとう

に 応 じて、 労災 保険、議会の議員その他 非常勤 の 職員 の公務 災害 補償 等
おう ろうさいほけん ぎかい ぎいん たひじょうきん しょくいん こうむさいがいほしょうとう

に 関 する 条例 、地方 公務員 災害 補償 法 のいずれかにより 補償 されます。）
かん じょうれい ちほうこうむいんさいがいほしょうほう ほしょう

コンプライ 会計 年度 任用 職員 は、正規 職員 と 同 じく、コンプライアンス基本 方針 を
かいけいねんどにんようしょくいん せいきしょくいん おな きほんほうしん

アンス等 遵守 しなければならないほか、 一般職 の地方 公務員 であることから、秘密を 守
とう じゅんしゅ いっぱんしょく ちほうこうむいん ひみつ まも

る義務、 職務 に 専念 する義務、営利 企業 等 の 従事 制限 などの地方 公務員法
ぎむ しょくむ せんねん ぎむ えいりきぎょうとう じゅうじせいげん ちほうこうむいんほう

の規定が 適用 されます。
きてい てきよう

（２）パートタイム任用
にんよう

勤務場所 県 の 関係 機関（ 万代 庁舎 、東部 各局 、 各総合 県民局 など）
きんむばしょ けん かんけいきかん ばんだいちょうしゃ とうぶかっきょく かくそうごうけんみんきょく

所 定 労 原 則 週 ５日
しょていろう げんそくしゅう か

働 日 数
どうにっすう

勤務時間 原則 として８時３０ 分 から１７時１５ 分 までの 間 で 定 める５時間４５ 分 （ 休憩
きんむじかん げんそく じ ぷん じ ふん あいだ さだ じかん ふん きゅうけい

時間６０ 分 ）
じかん ぷん

※ 実際 の勤務 時間は、勤務 場所によって 異 なります（ 応相談 ）。 原則 、 超過
じっさい きんむじかん きんむばしょ こと おうそうだん げんそく ちょうか

勤務なし。
きんむ

休 日 土曜日、 日曜日 、 祝日 及 び 年末 年始（１２ 月 ２９ 日 から 翌年 １ 月 ３ 日 まで）
きゅうじつ どようび にちようび しゅくじつおよ ねんまつねんし がつ にち よくねん がつ にち



休 暇 年次有 給 休 暇（任 用期間に応じて付与）、産 前 産後 休 暇、育児時
きゅう か ねんじゆうきゅうきゅうか にんようきかん おう ふ よ さんぜんさんごきゅうか いくじ じ

間 休 暇、生理 休 暇、子の看護 休 暇 等
かんきゅうか せいりきゅうか こ かんごきゅうか とう

報 酬 日額 ５，８００ 円 程 度
ほうしゅう にちがく えんていど

※ 現在 の規定における 令 和６ 年 ４ 月 １ 日 時点の 額 であり、 改定 する場合があり
げんざい きてい れいわ ねん がつ にちじてん がく かいてい ばあい

ます。

そ の 他 期末 手当（ 任 用 期 間 ６ 月 以 上 等 ）、 勤勉 手当（ 任 用 期 間 ６ 月 以 上
た きまつてあて にんようきかん つきいじょうとう きんべんてあて にんようきかん つきいじょう

給 付 等 ）、 通勤 に 係 る費用 弁償 等
きゅう ふ とう つうきん かか ひようべんしょう とう

※いずれも 一定 条件 を満たした場合に 支給 。
いっていじょうけん み ばあい しきゅう

社会 保険 健康 保険（勤務 時間、 給与 の 額 、 任用 期間が 一定 の 要件 を満たす場 合 、
しゃかいほけん けんこうほけん きんむじかん きゅうよ がく にんようきかん いってい ようけん み ばあい

地方 職員 共済 組合 制度が 適用 されます。）、 厚生 年金 保険（勤務
ちほうしょくいんきょうさいくみあいせいど てきよう こうせいねんきんほけん きんむ

時間、 給与 の 額 、 任用 期間が 一定 の 要件 を満たす場 合 、 適用 されます。）、
じかん きゅうよ がく にんようきかん いってい ようけん み ばあい てきよう

雇用 保険（勤務 時間、 任用 期間が 一定 の 要件 を満たす場 合 、 適用 されま
こようほけん きんむじかん にんようきかん いってい ようけん み ばあい てきよう

す。）、 災害 補償 （勤務 場所 等 に 応 じて、 労災 保険、議会の議員その他
さいがいほしょう きんむばしょとう おう ろうさいほけん ぎかい ぎいん た

非常勤 の 職員 の公務 災害 補償 等 に 関 する 条例 のいずれかにより 補償 さ
ひじょうきん しょくいん こうむさいがいほしょうとう かん じょうれい ほしょう

れます。）

コンプライ 会計 年度 任用 職員 は、正規 職員 と 同 じく、コンプライアンス基本 方針 を
かいけいねんどにんようしょくいん せいきしょくいん おな きほんほうしん

アンス等 遵守 しなければならないほか、 一般職 の地方 公務員 であることから、秘密を 守
とう じゅんしゅ いっぱんしょく ちほうこうむいん ひみつ まも

る義務、 職務 に 専念 する義務などの地方 公務員法 の規定が 適用 されます。
ぎむ しょくむ せんねん ぎむ ちほうこうむいんほう きてい てきよう

６ 選考 方法
せんこうほうほう

応募者に対して面接審査を 行 います。採用は、一定の基準点を満たした
おうぼしゃ たい めんせつしんさ おこな さいよう いってい きじゅんてん み

応募者を合格者とし、その者の中から、勤務希望地、仕事の内容等を勘案の上、
おうぼしゃ ごうかくしゃ もの なか きんむ きぼうち しごと ないようとう かんあん うえ

業務の必要性に応じて別途連絡し、勤務所属で面談を 行 った上で採用となり
ぎょうむ ひつようせい おう べっとれんらく きんむしょぞく めんだん おこな うえ さいよう

ます。ただし、希望する勤務地によっては、合格しても 必 ずしも採用に至らない
きぼう きんむち ごうかく かなら さいよう いた

場合があります。
ばあい

７ 面接日時・場所
めんせつにち じ ば しょ

年月日：令和６年５月２８日（火）
ねんがっ ぴ れい わ ねん がつ にち か

場 所：徳島県 庁 万代 庁 舎（徳島市万代 町 １ 丁 目１番地）
ば しょ とくしまけんちょうばんだいちょうしゃ とくしま し ばんだいちょう ちょう め ばん ち

※時間及び場所の 詳 細は、申し込みがあった日以降、担当者から連絡
じ かんおよ ば しょ しょうさい もう こ ひ い こう たんとうしゃ れんらく

します。

８ 応募手 続
おう ぼ て つづき

（１） 申 込方法
もうしこみほうほう

（ア）受付期間
うけつけ き かん

令和６年５月１７日（金）から令和６年５月２４日（金）まで
れい わ ねん がつ にち きん れい わ ねん がつ にち きん

※受付期限後の申し込みは受理しませんので、 十 分 注 意してください。
うけつけ き げん ご もう こ じゅ り じゅうぶんちゅう い

（イ）提 出 書類
ていしゅつしょるい

ア 履歴書（徳島県指定様式。顔写真を貼付してください。）
り れきしょ とくしまけん し ていようしき かおじゃしん てん ぷ

イ ハローワークの 紹 介 状 （必須ではありません。）
しょうかいじょう ひっ す



（ウ）提 出 方法
ていしゅつほうほう

ア 持参による申し込み
じ さん もう こ

受付期間 中 の執務日（月曜日から金曜日）の午前８時３０分から午
うけつけ き かんちゅう しつ む び げつよう び きんよう び ご ぜん じ ぷん ご

後５時１５分までの 間 に、11の提 出 先に提 出 してください。
ご じ ふん あいだ ていしゅつさき ていしゅつ

イ 郵送による申し込み
ゆうそう もう こ

封筒の 表 に「徳島県会計年度任用 職 員（補助業務） 申 込」と朱
ふうとう ひょう とくしまけんかいけいねん ど にんようしょくいん ほじょぎょう む もうしこみ しゅ

書きし、 必 ず「書留郵便」により11の提 出 先に郵送してください。
が かなら かきとめゆうびん ていしゅつさき ゆうそう

（令和６年５月２４日（金）必 着 ）
れい わ ねん がつ にち きん ひっちゃく

９ 選考結果の通知
せんこうけっ か つう ち

面接審査 終 了 後速やかに面接審査の受験者全員に文書で通知します。
めんせつしん さ しゅうりょう ご すみ めんせつしん さ じゅけんしゃぜんいん ぶんしょ つう ち

（合格者には電話でも連絡を 行 います。）
ごうかくしゃ でん わ れんらく おこな

10 その他
た

応募者に係る個人 情 報については、適切に管理し、本件以外には一切利用
おう ぼ しゃ かか こ じんじょうほう てきせつ かん り ほんけん い がい いっさい り よう

しません。

11 提 出 先（連絡先）
ていしゅつさき れんらくさき

徳島県企画総務部人事課
とくしまけん き かくそう む ぶ じん じ か

担当者：太田
たんとうしゃ おお た

〒770-8570 徳島市万代 町 １ 丁 目１番地
とくしま し ばんだいちょう ちょう め ばん ち

電話番号（０８８）６２１－２０４２
でん わ ばんごう

ファクシミリ（０８８）６２１－２８２５

電子メール jinjika@pref.tokushima.lg.jp
でん し


